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(57)【要約】
【課題】照射領域における副走査方向の照度分布のばら
つきを少なくして、常に安定した光量を維持することが
できるとともに、メンテナンス作業の作業性を向上させ
ることができる原稿照明装置、画像読取装置および画像
形成装置を提供すること。
【解決手段】ＬＥＤユニット４４と、ＬＥＤユニット４
４を挟持するように設けられた遮蔽部材４２およびカバ
ー部材４３と、遮蔽部材４２の対向面４２ａおよびカバ
ー部材４３の対向面４３ｂに設けられ、ＬＥＤパッケー
ジ４６からの光を原稿Ｐの照射領域Ｗ１に対して副走査
方向の前後方向から照射する反射部４７～４９とを備え
た原稿照明部５６において、ＬＥＤユニット４４を遮蔽
部材４２およびカバー部材４３に着脱自在に設け、遮蔽
部材４２の対向面４２ａおよびカバー部材４３の対向面
４３ｂに、ＬＥＤユニット４４と反射部４７～４９との
位置決めを行う溝５０、５１を設ける。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源と、前記光源を挟持するように設けられた第１の挟持部材および第２の挟持部材と、
前記第１の挟持部材の第１の対向面および前記第１の対向面に対向する前記第２の挟持部
材の第２の対向面に設けられ、前記光源からの光を原稿の照射領域に対して副走査方向の
前後方向から照射する反射部とを含んで構成される原稿照明装置において、
　前記光源が前記第１の挟持部材および前記第２の挟持部材に着脱自在に設けられ、前記
第１の挟持部材の第１の対向面および前記第２の挟持部材の第２の対向面に、前記光源と
前記反射部との位置決めを行う位置決め手段が設けられることを特徴とする原稿照明装置
。
【請求項２】
前記光源が、主走査方向に略直線状に配列された複数の発光素子を有することを特徴とす
る請求項１に記載の原稿照明装置。
【請求項３】
前記第１の挟持部材が前記第２の挟持部材に着脱自在に設けられるとともに、前記第１の
挟持部材および前記第２の挟持部材との間に前記光源から原稿に照射を行うための開口が
設けられ、
　前記第１の挟持部材が、前記光源を外部から遮蔽するカバー部材を構成することを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の原稿照明装置。
【請求項４】
前記位置決め手段が、原稿の主走査方向に沿って延在し、前記光源が嵌合される溝から構
成されることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の原稿照明装置
。
【請求項５】
請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の原稿照明装置を備えた走査光学ユニット
であって、
　前記原稿照明装置が着脱自在に取付けられるとともに、原稿から反射された光を読み取
る読取手段を内蔵し、原稿の副走査方向に移動自在な筐体を備え、
　前記第２の挟持部材が、前記筐体内に前記読取手段が収納された空間が画成されるよう
に前記原稿照明装置と前記読取手段とを隔離し、前記第２の挟持部材に、前記原稿から反
射された光を前記空間に導くように主走査方向に延在する長尺のスリットが設けられるこ
とを特徴とする一体型走査光学ユニット。
【請求項６】
前記読取手段が、前記スリットを通して前記空間に導かれた原稿からの光を反射させる複
数の反射ミラーと、前記反射ミラーで反射された光を結像させる結像レンズと、前記結像
レンズの結像位置に配置され、原稿の画像を読み取る撮像素子とを備えたことを特徴とす
る請求項５に記載の走査光学ユニット。
【請求項７】
請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の原稿照明装置を備えた走査光学ユニット
であって、
　少なくとも原稿から反射された光を読み取る読取手段に向かって反射する反射ミラーを
内蔵し、原稿の副走査方向に移動自在な筐体を備え、
　前記第２の挟持部材が、前記筐体内に前記反射ミラーが収納された空間が画成されるよ
うに前記原稿照明装置と前記反射ミラーとを隔離し、前記第２の挟持部材に、前記原稿か
ら反射された光を前記空間に導くように主走査方向に延在する長尺のスリットが設けられ
ることを特徴とする一体型走査光学ユニット。
【請求項８】
請求項５ないし請求項７のいずれか１項に記載の走査光学ユニットを備えた画像読取装置
であって、
　前記原稿照明装置を副走査方向に移動させる駆動手段を備えたことを特徴とする画像読
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取装置。
【請求項９】
請求項８に記載の画像読取装置を備えた画像形成装置であって、前記読取手段によって読
み取った画像を記録媒体上に形成する画像形成手段を有することを特徴とする画像形成装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿照明装置、画像読取装置および画像形成装置に関し、例えば、原稿に光
を照射する原稿照明装置、この原稿照明装置を備えた複写機、ファクシミリ装置、イメー
ジスキャナ等に使用される画像読取装置およびこの画像読取装置を備えた画像形成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、ファクシミリ装置、イメージスキャナ等の画像読取装置にあっては、光源の立
ち上がりのスピード、省エネルギー化、長寿命化の要望があり、光源として発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）を用いた原稿照明装置が採用されている。
【０００３】
　ところが、点光源と見なせるほど小さい発光面を備える発光ダイオードだけで照明系を
構成すると、光量が低下するほか副走査方向に均一な照度分布形状が得られないことにな
るため、発光ダイオードからの光を導く導光部材を採用する必要がある。
【０００４】
　すなわち、画像形成装置として、モノクロ、フルカラー、ＭＦＰ等のデジタル複写機、
汎用スキャナー等の高画質を要求している画像読取装置、アナログ複写機においては、Ｌ
ＥＤ等の光源と導光部材の最適化を図り、光を効率よく集め、かつ、均一な照度分布を得
る必要がある。
【０００５】
　このような照明手段としては、コンタクトガラスの下方から照明する光を出射するライ
ン状に配列された複数の点光源と、点光源から出射される光の射出方向前方に位置付けら
れ、点光源から出射された光をコンタクトガラス上の原稿に向けて主走査方向に沿って照
明するように導光する導光部材を有し、この導光部材に、ライン状に配列された点光源の
それぞれと導光部材との間隔が一定となるように位置決めするとともに、点光源の配列方
向が導光部材の長手方向に沿って一致するように位置決めする位置決め手段を設けたもの
がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　この照明手段にあっては、導光部材が位置決め手段を有するので、点光源と導光部材の
位置決めの最適化を図ることができ、点光源から出射された光を導光部材に均等に入射さ
せて、点光源から出射された光を導光部材に効率よく集め、原稿に対して均一な照度分布
で照射させることができる。
【０００７】
　ところが、このような構成を有する照明手段にあっては、本等を開いてコンタクトガラ
ス上に載置すると、本等の構造上必然的に頁間部分が浮いてしまうため、この浮いた頁間
部分がコンタクトガラスに対して角度を持ってしまう。また、厚みの有する原稿をコンタ
クトガラスに載置すると、原稿とコンタクトガラス間に段差が生じてしまう。
【０００８】
　この角度を持って浮いた部分や段差は、一方向からの照明では全体を照明することがで
きず、影ができてしまうため、原稿の読み取り時に黒い影が読み取られてしまうという不
具合が発生してしまった。
【０００９】
　このような不具合を解消するものとしては、ＬＥＤからなる第１の光源および第１の光
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源からの光を原稿に照射する第１の導光部材を有する第１の照明装置と、ＬＥＤからなる
第２の光源および第２の光源からの光を原稿に照射する第２の導光部材を有する第２の照
明装置とを有し、第１の照明装置を原稿の照射領域に対して副走査方向の前方に設けると
ともに、第２の照明装置を原稿の照射領域に対して副走査方向の後方に設けることにより
、原稿の浮きや段差による影部分の発生を防止することができるようにしているものがあ
る。（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００６－２５３０３号公報
【特許文献２】特開２００３－１５８６１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献２に記載された照明装置にあっては、複数の光源と複数の導光
部材とを有するため、原稿の副走査方向で読み取りに最適な照度分布を達成しようとすれ
ば、複数の光源と複数の導光部材とを最適に位置決めする必要が生じてしまい、精度の良
い照度分布を達成できないおそれがある。
【００１１】
　また、照明装置のメンテナンスを行う場合には、複数の光源と複数の導光部材を取り外
してメンテナンスした後、複数の光源と複数の導光部材とを最適な位置関係に位置決めを
行う作業が必要となってしまい、照明手段のメンテナンス作業の作業性が悪化してしまう
という問題がある。
【００１２】
　一方、特許文献１に記載された照明装置において、導光部材にＬＥＤの位置決め手段を
設けているが、導光部材は、原稿の照射領域の一方のみから照射を行うだけである。
【００１３】
　仮に、特許文献１に記載された光源と反対側に位置する導光部材に、原稿の照射領域の
他方面から照射を行う反射部を設け、導光部材に反射部を位置決めする位置決め手段を設
けた場合でも、光源、導光部材および反射部を最適に位置決めする作業が必要になってし
まう。
【００１４】
　このため、照射領域における副走査方向の照度分布のばらつきが大きくなってしまい、
常に安定した光量を維持することができず、鮮明な画像を読み取ることができないという
問題が発生してしまう。
【００１５】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、照射領域における副走査方
向の照度分布のばらつきを少なくして、常に安定した光量を維持することができるととも
に、メンテナンス作業の作業性を向上させることができる原稿照明装置、画像読取装置お
よび画像形成装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の原稿照明装置は、上記目的を達成するため、光源と、前記光源を挟持するよう
に設けられた第１の挟持部材および第２の挟持部材と、前記第１の挟持部材の第１の対向
面および前記第１の対向面に対向する前記第２の挟持部材の第２の対向面に設けられ、前
記光源からの光を原稿の照射領域に対して副走査方向の前後方向から照射する反射部とを
含んで構成される原稿照明装置において、前記光源が前記第１の挟持部材および前記第２
の挟持部材に着脱自在に設けられ、前記第１の挟持部材の第１の対向面および前記第２の
挟持部材の第２の対向面に、前記光源と前記反射部との位置決めを行う位置決め手段が設
けられるものから構成されている。
【００１７】
　この構成により、光源からの光を原稿の照射領域に対して副走査方向の前後方向から照
射する反射部を有し、光源を第１の挟持部材および第２の挟持部材に着脱自在に設け、第
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１の挟持部材の第１の対向面および第２の挟持部材の第２の対向面に、光源と反射部との
位置決めを行う位置決め手段を設けたので、照射領域における副走査方向の照度分布のば
らつきを少なくして、常に安定した光量を維持することができる。
【００１８】
　また、反射部を有する第１の挟持部材および第２の挟持部材に形成された位置決め手段
に光源を着脱自在にすることで、原稿照明装置を分解および組み立てることができるため
、反射部や光源の清掃や交換等のメンテナンス作業の作業性を向上させることができる。
【００１９】
　これに加えて、原稿照明装置が、それぞれ別体の光源、第１の挟持部材および第２の挟
持部材から構成され、光源を第１の挟持部材および第２の挟持部材に位置決めして第１の
挟持部材および第２の挟持部材によって光源を挟持することで原稿照明装置を組み立てる
ことができるため、第１の挟持部材および第２の挟持部材の成形を容易に行うことができ
、原稿照明装置の生産性を向上させることができる。
【００２０】
　また、本発明の原稿照明装置は、前記光源が、主走査方向に略直線状に配列された複数
の発光素子を有するものから構成されている。
　この構成により、発光素子を反射部に対して主走査方向と平行になるように第１の挟持
部材および第２の挟持部材に位置決めすることができるため、光源および反射部を照射領
域に対して最適な位置に設置することができ、照射領域における副走査方向の照度分布の
ばらつきを少なくして、常に安定した光量を維持することができる。
【００２１】
　また、本発明の原稿照明装置は、前記第１の挟持部材が前記第２の挟持部材に着脱自在
に設けられるとともに、前記第１の挟持部材および前記第２の挟持部材との間に前記光源
から原稿に照射を行うための開口が設けられ、前記第１の挟持部材が、前記光源を外部か
ら遮蔽するカバー部材を構成している。
【００２２】
　この構成により、原稿照明装置の構成を簡素化して、原稿照明装置の製造コストを低減
することができるとともに、カバー部材を筐体から取り外して光源や反射部に簡単にアク
セスして原稿照明装置のメンテナンス作業を容易に行うことができる。
【００２３】
　また、本発明の原稿照明装置は、前記位置決め手段が、原稿の主走査方向に沿って延在
し、前記光源が嵌合される溝から構成されている。
　この構成により、光源を反射部に対して主走査方向に略直線状に設置することができる
ので、光源および反射部を照射領域に対して最適な位置に設置することができ、照射領域
における副走査方向の照度分布のばらつきを少なくして、常に安定した光量を維持するこ
とができる。
【００２４】
　また、光源を溝に嵌合して第１の挟持部材および第２の挟持部材によって光源を挟持す
ることで光源と反射部とを位置決めすることができるため、光源の位置決め作業の作業性
を向上させることができる。
【００２５】
　また、本発明の走査光学ユニットは、前記原稿照明装置が着脱自在に取付けられるとと
もに、原稿から反射された光を読み取る読取手段を内蔵し、原稿の副走査方向に移動自在
な筐体を備え、前記第２の挟持部材が、前記筐体内に前記読取手段が収納された空間が画
成されるように前記原稿照明装置と前記読取手段とを隔離し、前記第２の挟持部材に、前
記原稿から反射された光を前記空間に導くように主走査方向に延在する長尺のスリットが
設けられるものから構成されている。
【００２６】
　この構成により、第２の挟持部材が、筐体内に読取手段が収納された空間が画成される
ように原稿照明装置と読取手段とを隔離し、第２の挟持部材に、原稿から反射された光を
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空間に導くように主走査方向に延在する長尺のスリットが設けられるので、原稿からの反
射光を読取手段に導く光路を確保して、原稿照明装置と読取手段を光学的に遮断すること
ができる。
【００２７】
　このため、光源からの照射光が第２の挟持部材によって読取手段に入り込むのを防止す
ることができ、原稿からの反射光以外の光（フレア光）が読取手段に入り込むことを防止
できる。このため、読取手段によってより鮮明な画像を読み取ることができる。
【００２８】
　また、本発明の走査光学ユニットは、前記読取手段が、前記スリットを通して前記空間
に導かれた原稿からの光を反射させる複数の反射ミラーと、前記反射ミラーで反射された
光を結像させる結像レンズと、前記結像レンズの結像位置に配置され、原稿の画像を読み
取る撮像素子とを備えたものから構成されている。
　この構成により、原稿からの反射光を読取手段に導く光路を確保して照明手段と読取手
段を光学的に遮断することができる。
【００２９】
　このため、光源の光が遮蔽部材によって反射ミラー、結像レンズおよび撮像素子に入り
込むのを防止することができ、原稿からの反射光以外の光が読取手段に入り込むことを防
止できる。
【００３０】
　また、本発明の走査光学ユニットは、少なくとも原稿から反射された光を読み取る読取
手段に向かって反射する反射ミラーを内蔵し、原稿の副走査方向に移動自在な筐体を備え
、前記第２の挟持部材が、前記筐体内に前記反射ミラーが収納された空間が画成されるよ
うに前記原稿照明装置と前記反射ミラーとを隔離し、前記第２の挟持部材に、前記原稿か
ら反射された光を前記空間に導くように主走査方向に延在する長尺のスリットが設けられ
るものから構成されている。
【００３１】
　この構成により、第２の挟持部材が、筐体内に反射ミラーが収納された空間が画成され
るように原稿照明装置と反射ミラーとを隔離し、第２の挟持部材に、原稿から反射された
光を空間に導くように主走査方向に延在する長尺のスリットが設けられるので、原稿から
の反射光を反射ミラーに導く光路を確保して、原稿照明装置と反射ミラーを光学的に遮断
することができる。
【００３２】
　このため、光源からの照射光が第２の挟持部材によって反射ミラーに入り込むのを防止
することができ、原稿からの反射光以外の光（フレア光）が反射ミラーに入り込むことを
防止できる。このため、読取手段によってより鮮明な画像を読み取ることができる。
【００３３】
　また、本発明の画像読取装置は、上述した走査光学ユニットを備えた画像読取装置であ
って、前記原稿照明装置を副走査方向に移動させる駆動手段を備えたものから構成されて
いる。
【００３４】
　この構成により、原稿の副走査方向で原稿読取に最適な照度分布を精度良く得ることが
できるとともに、原稿照明装置のメンテナンス作業の作業性を向上させることができる原
稿照明装置を備えた画像読取装置を得ることができる。
【００３５】
　また、本発明の画像形成装置は、上述した画像読取装置を備えた画像形成装置であって
、前記読取手段によって読み取った画像を記録媒体上に形成する画像形成手段を有するも
のから構成されている。
【００３６】
　この構成により、照射領域における副走査方向の照度分布のばらつきを少なくして、常
に安定した光量を維持することができるとともに、メンテナンス作業の作業性を向上させ



(7) JP 2010-4365 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

ることができる原稿照明装置および画像読取装置を備えた画像形成装置を得ることができ
る。
【発明の効果】
【００３７】
　以上説明したように、照射領域における副走査方向の照度分布のばらつきを少なくして
、常に安定した光量を維持することができるとともに、メンテナンス作業の作業性を向上
させることができる原稿照明装置、画像読取装置および画像形成装置を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
（第１の実施の形態）
　図１～図１５は、本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置
の第１の実施の形態を示す図であり、本実施の形態では、カラー複写機に適用した例を示
している。
【００３９】
　なお、画像読取装置は、イメージスキャナに適用してもよく、画像形成装置としては、
イメージスキャナを有する複写機やファクシミリ装置、複写機能とファクシミリ機能等を
備えた複合機等に適用することができる。
【００４０】
　まず、構成を説明する。
　図１において、画像形成装置としてのカラー複写機１は、自動原稿搬送部（以下、ＡＤ
Ｆともいう）２と、給紙部３と、画像読取装置４と、画像形成部５とを含んで構成されて
いる。
【００４１】
　ＡＤＦ２は、原稿トレイ１１と、原稿トレイ１１に載置された原稿束から原稿を１枚ず
つ分離してコンタクトガラス７に向かって搬送する各種ローラ等からなる給紙部１３とを
備えている。
【００４２】
　ＡＤＦ２は、給紙部１３によって分離された原稿をコンタクトガラス７上に搬送する搬
送ベルト８を備えている。また、ＡＤＦ２は、各種ローラ等からなる排紙部９を備えてお
り、コンタクトガラス７上の原稿が画像読取装置４によって読み取られると、搬送ベルト
８によってコンタクトガラス７から排紙される原稿は、排紙部９によって原稿トレイ１１
の下方の排紙トレイ１２に排紙されるようになっている。また、ＡＤＦ２は、画像読取装
置４に対して図示しないヒンジ等の開閉機構を介して開閉自在に取付けられている。
【００４３】
　給紙部３は、用紙サイズの異なる記録媒体としての記録紙を収納する給紙カセット２１
、２２と、給紙カセット２１、２２に収納された記録紙を画像形成部５の画像形成位置ま
で搬送する各種ローラからなる給紙手段２３とを備えている。
【００４４】
　画像読取装置４は、図２に示すように、画像読取装置４の筐体４ａ内に一体型走査光学
ユニット（走査光学ユニット）４０を備えており、この一体型走査光学ユニット４０は、
後述するＬＥＤユニット４４から主走査方向（図２の矢印Ａ方向）に光を照射するととも
に、画像読取装置４に備えられる図示しない駆動手段によって全照射領域Ｗ内において副
走査方向（図１、図２の矢印Ｂ方向）に走査（移動）されることによって、原稿の２次元
カラー画像を読み取るようになっている。また、コンタクトガラス７は、画像読取装置４
の筐体４ａの上部に設けられており、筐体４ａの上面を構成している。
【００４５】
　なお、駆動手段は、一体型走査光学ユニット４０に固定されたワイヤ、ワイヤに橋架さ
れる複数の従動プーリおよび駆動プーリと、駆動プーリを回転させるモータ等によって構
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成されるものであり、公知であるため、図示省略する。
【００４６】
　画像形成部５は、画像形成手段を構成するものであり、露光装置３１と、複数の感光体
ドラム３２と、各感光体ドラム３２の周囲に設置された異なる色（シアン（Ｃ）、イエロ
ー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、ブラック（Ｂｋ））のトナーを有する現像装置３３と、転写
ベルト３４と、定着装置３５とを備えている。
【００４７】
　画像形成部５は、画像読取装置４によって読み取られて色別分解された画情報に基づい
て複数の感光体ドラム３２に色分けして画像を形成し、給紙部３から供給された記録紙に
感光体ドラム３２上のトナーを重ね合わせて転写した後、定着装置３５により記録紙に転
写されたトナー画像のトナーを溶融して、記録紙にカラー画像を定着するようになってい
る。
【００４８】
　また、カラー複写機１は、図示しない画像送受信装置によって読み取った画像を相手先
の装置に送信する機能も備えている。
【００４９】
　次に、図３～図１３に基づいて一体型走査光学ユニット４０の構成を説明する。
　図３に示すように、一体型走査光学ユニット４０は、筐体４１と、筐体４１に着脱自在
に設けられた第２の挟持部材としての遮蔽部材４２と、遮蔽部材４２に着脱自在に設けら
れ、遮蔽部材４２との間に原稿Ｐの照射領域Ｗ１にＬＥＤユニット４４から照射を行うた
めの開口４３ａを有する第１の挟持部材としてのカバー部材４３とを備えている。なお、
筐体４１、遮蔽部材４２およびカバー部材４３は、それぞれ樹脂製である。
【００５０】
　また、遮蔽部材４２とカバー部材４３には光源としてのＬＥＤユニット４４が取付けら
れており、このＬＥＤユニット４４は、図４に示すように、ＬＥＤ基板４５上に発光素子
である複数（本実施の形態では７個）のＬＥＤパッケージ４６が主走査方向に略直線状に
配置されたものから構成されている。
【００５１】
　本実施の形態のＬＥＤパッケージ４６は、所謂、トップビュータイプと称されるもので
あり、出射面がＬＥＤ基板４５の実装面と直交する方向になっている。
【００５２】
　このトップビュータイプのＬＥＤパッケージ４６は、発光強度分布に指向性を有し、出
射光の強度分布は、出射角に対して発光面の直交方向を基準とするランバートの余弦則に
倣う強度分布（ランバート分布と呼ぶ）を有している。なお、図３は、一体型走査光学ユ
ニット４０の断面図であり、１つのＬＥＤパッケージ４６が示されている。
【００５３】
　図３において、カバー部材４３の下面には反射部４７が設けられており、カバー部材４
３に対向する遮蔽部材４２の上面には反射部４８、４９が設けられている。
【００５４】
　すなわち、反射部４７は、カバー部材４３の下面である対向面（第１の対向面）４３ｂ
に設けられており、反射部４８、４９は、カバー部材４３の対向面４３ｂに対向する遮蔽
部材４２の上面である対向面（第２の対向面）４２ａに設けられている。
【００５５】
　また、ＬＥＤユニット４４は、遮蔽部材４２およびカバー部材４３の間で、ＬＥＤパッ
ケージ４６からの出射光の中心光軸が略水平に向くような方向にＬＥＤ基板４５が配置さ
れており、このＬＥＤ基板４５は、カバー部材４３の対向面４３ｂに設けられた位置決め
手段としての位置決め用の溝５０（図５、図６参照）と、遮蔽部材４２の対向面４２ａに
設けられた位置決め手段としての位置決め用の溝５１（図７、図８参照）とその上下端部
が嵌合されることにより、ＬＥＤパッケージ４６の位置が一義的に決定されている。
【００５６】
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　また、ＬＥＤユニット４４は、ＬＥＤ基板４５が溝５０、５１に嵌合されることにより
、遮蔽部材４２およびカバー部材４３に挟持され、また、ＬＥＤ基板４５が溝５０、５１
から抜け出ることにより、遮蔽部材４２およびカバー部材４３から取り外されるようにな
っている。すなわち、ＬＥＤユニット４４は、遮蔽部材４２およびカバー部材４３に対し
て着脱自在となっている。
【００５７】
　なお、図５は、カバー部材４３の断面図であり、図６は、カバー部材４３を下方から見
たときの斜視図である。また、図７は、遮蔽部材４２の断面図であり、図８は、遮蔽部材
４２を上方から見たときの斜視図である。
【００５８】
　また、図７、図８に示すように、遮蔽部材４２の主走査方向両端部（図８に主走査方向
Ａを示す）には位置決め用の突起５２ａ、５２ｂが設けられており、この突起５２ａ、５
２ｂは、遮蔽部材４２の主走査方向両端部から上方に突出している。また、図６、図９に
示すように、カバー部材４３の主走査方向両端部には突起５２ａ、５２ｂに嵌合する位置
決め用の穴５３ａ、５３ｂが設けられている。なお、図９は、カバー部材４３を上方から
見たときの斜視図である。
【００５９】
　一方の穴５３ａは、基準となる丸穴から形成されており、他方の穴５３ｂは、主走査方
向に延在する長穴から構成されている。このため、突起５２ａ、５２ｂを穴５３ａ、５３
ｂに嵌合したときに、遮蔽部材４２とカバー部材４３の寸法ばらつきを吸収することがで
きる。
【００６０】
　なお、他方の穴５３ｂは、主走査方向に延在する長穴となっているため、ＬＥＤ基板４
５が副走査方向に傾いてしまうのを防止することができる。
【００６１】
　また、カバー部材４３は、外部から一体型走査光学ユニット４０に進入する外乱光を防
ぐために設けられており、対向面４３ｂに設けられた反射部４７によってＬＥＤパッケー
ジ４６から照射された光が反射部４９に導かれるようになっている。
【００６２】
　本実施の反射部４７～４９は、遮蔽部材４２およびカバー部材４３の対向面４２ａ、４
３ｂの形状に沿った反射面形状に成型された母材の表面にアルミを蒸着することにより構
成されている。
【００６３】
　なお、反射部４７～４９は、アルミ箔等の反射シートを反射面形状に成形された母材に
接着させるようにして構成してもよいし、反射面に反射材を練り込んだ塗装を施したもの
から構成したり、反射材料によるメッキを施すことにより構成してもよい。
【００６４】
　本実施の形態では、突起５２ａ、５２ｂを穴５３ａ、５３ｂに嵌合することにより、遮
蔽部材４２とカバー部材４３との相対的な位置決めを行うことができるため、遮蔽部材４
２およびカバー部材４３のそれぞれに設けられたＬＥＤ基板４５の位置決め用の溝５０、
５１をコンタクトガラス７面に対して直角の方向になるように配置することができ、ＬＥ
Ｄ基板４５を垂直に保持することができる。このため、発光面をＬＥＤ基板４５と平行に
配置されたＬＥＤパッケージ４６から出射した光の中心光軸を水平方向に指向させること
ができる。
【００６５】
　このように発光面をＬＥＤパッケージ４６から出射した光の中心光軸を水平方向に指向
させることができるため、ＬＥＤパッケージ４６から出射された照明光は、ある角度で広
がりながら略水平方向に進行する。
【００６６】
　遮蔽部材４２の反射部４８によって反射させられたＬＥＤパッケージ４６の照明光は、
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図３において原稿Ｐの照射領域Ｗ１に対して左側から照射されるようになっており、カバ
ー部材４３の反射部４７で反射させられた照明光は、遮蔽部材４２の反射部４９でさらに
反射し、若しくは、直接ＬＥＤパッケージ４６から反射部４９に到達して反射する光も照
射領域Ｗ１に対して図３の右側から照射される。
【００６７】
　なお、照射領域Ｗ１は、コンタクトガラス７上のある一定範囲である。また、図３にお
いて、照射領域Ｗ１に対して右側を走査方向の前側とし、照射領域Ｗ１に対して左側を走
査方向の後側とすると、本実施の形態では、上述した反射部４７～４９から照明作用によ
り、照射領域Ｗ１に対して副走査方向の前後方向から光が略均等に照射されることになり
、立体物の原稿や切り貼りされた原稿等も影が出ないようにすることができる。
【００６８】
　したがって、カバー部材４３および遮蔽部材４２の形状は、ＬＥＤパッケージ４６から
照射される光を照射領域Ｗ１に対して副走査方向に一定の照度分布で導くように設計され
た折り曲げ形状となっている。
【００６９】
　すなわち、本実施の一体型走査光学ユニット４０は、筐体４１に設けられ、発光するＬ
ＥＤユニット４４と、ＬＥＤユニット４４からの光を原稿Ｐの照射領域Ｗ１に照射する反
射部４７を有するカバー部材４３と、ＬＥＤユニット４４からの光を原稿Ｐの照射領域Ｗ
１に照射する反射部４８、４９を有する遮蔽部材４２とからなる原稿照明装置としての原
稿照明部５６を備えたものとなる。
【００７０】
　また、遮蔽部材４２は、筐体４１に着脱自在に設けられており、図３に示すように、筐
体４１内を、ＬＥＤユニット４４が設けられた第１の空間５７と、第１の空間５７の下方
に位置し、画像読取部５４が設けられた第２の空間５８とに隔離するようになっている。
　すなわち、遮蔽部材４２は、筐体４１内に画像読取部５４が収納された空間としての第
２の空間５８が画成されるように原稿照明部５６と画像読取部５４とを隔離している。
【００７１】
　この遮蔽部材４２の対向面４２ａは、画像読取部５４の底面を構成するものであり、遮
蔽部材４２は、第２の空間５８に原稿Ｐからの反射光以外の照明光が進入しないように第
１の空間５７から遮断する（隔離する）機能を有しており、原稿照明部５６の下方を覆う
とともに、筐体４１との間で隙間が生じないように筐体４１に取付けられている。
【００７２】
　このように本実施の形態では、反射部４７を第１の空間５７に対向するカバー部材４３
の対向面４３ｂに設けるとともに、反射部４８、４９を第１の空間５７に対向する遮蔽部
材４２の対向面４２ａに設けることで、第２の空間５８と隔離された第１の空間５７を画
成することができる。
【００７３】
　また、図３、図７、図８に示すように、遮蔽部材４２には主走査方向に延在するスリッ
ト５９が形成されており、このスリット５９は、ＬＥＤユニット４４から遠く離れて位置
している（図３中、右方）。
【００７４】
　また、スリット５９は、反射部４８および反射部４９の間に位置するようにして設けら
れており、原稿Ｐからの反射光（原稿像の光）を第１の空間５７から第２の空間５８に導
くようになっている。
【００７５】
　また、スリット５９は、上下方向に開口しており、開口の高さはＬＥＤパッケージ４６
の中心よりも高い位置、すなわち、原稿Ｐに近い位置に設けられている。このため、ＬＥ
Ｄパッケージ４６からの照射光を第１の空間５７から第２の空間５８に進入し難くして、
原稿Ｐからの反射光のみを第２の空間５８に導くことができる。
【００７６】
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　なお、反射部４８、４９を除いたスリット５９近傍の遮蔽部材４２の表面やスリット５
９内の垂直方向の内周側面は、反射率の低い表面処理または、黒色に構成されており、反
射部４８、４９を除いた遮蔽部材４２の対向面４２ａで光を反射し難くしている。
【００７７】
　一方、図３において、第２の空間５８に位置する筐体４１には反射ミラー６０ａ～６０
ｅ、結像レンズ６１および撮像素子としてのＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅ
ｖｉｃｅ）６３が設けられており、これら反射ミラー６０ａ～６０ｅ、結像レンズ６１お
よびＣＣＤ６３は、読取手段としての画像読取部５４を構成している。
【００７８】
　反射ミラー６０ａ～６０ｅは、ＬＥＤユニット４４から反射部４７～４９を介して原稿
Ｐの照射領域Ｗ１が照射されたときに、照射領域Ｗ１における原稿Ｐのライン上（主走査
方向）の反射光Ｌ、すなわち、読取光軸が遮蔽部材４２のスリット５９を介して第２の空
間５８に導かれると、反射ミラー６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ、６０ｅの順に反射す
るようになっている。したがって、反射ミラー６０ａ～６０ｅは、反射光Ｌを結像レンズ
６１に導くように筐体４１の所定個所に取付けられている。
【００７９】
　この結像レンズ６１は、筐体４１の底部に取付けられており、反射ミラー６０ｅによっ
て反射された光を結像させるようになっている。ＣＣＤ６３は、結像レンズ６１の結像位
置に配置されるように筐体４１の副走査方向一側面に取付けられており、原稿Ｐの画像を
読み取るようになっている。本実施の形態のＣＣＤ６３は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青
）の各色毎に設けられており、カラー画像の読み取りを行うことができる。
【００８０】
　このＣＣＤ６３は、ＳＢＵ（スキャナボードユニット）６４上に配置されており、この
ＳＢＵ６４は、筐体４１の副走査方向一側面に取付けられている。このＳＢＵ６４にはＣ
ＣＤ６３の他にＩＣチップやチップコンデンサ等の電子部品が実装されており、ＣＣＤ６
３によって読み取られた原稿Ｐの画像を処理し、露光装置３１に送信するようになってい
る。
【００８１】
　次に、図１０～図１３に基づいて筐体４１の構成、筐体４１と遮蔽部材４２およびカバ
ー部材４３との位置関係を説明する。
　なお、図１０は、筐体４１を上方から見たときの斜視図、図１１は、筐体４１、遮蔽部
材４２およびカバー部材４３を分解したときの一体型走査光学ユニット４０の要部斜視図
、図１２は、筐体４１および遮蔽部材４２とカバー部材４３とを分解したときの一体型走
査光学ユニット４０の要部斜視図、図１３は、筐体４１、遮蔽部材４２およびカバー部材
４３が組み付けられた状態を示す一体型走査光学ユニット４０の要部斜視図である。
【００８２】
　図１０～図１３において、筐体４１の主走査方向両端部には第１の位置決め部としての
一対の溝６６が形成されており、この一対の溝６６の垂直方向の内周側面を結んだ線は、
主走査方向に平行となっている。なお、図１１～図１３には主走査方向の一方側の溝６６
のみを図示している。
【００８３】
　また、図８に示すように、遮蔽部材４２の主走査方向両端部には第２の位置決め部とし
ての突起６７が形成されており、この突起６７は、遮蔽部材４２の主走査方向両端部から
水平方向に突出し、溝６６に嵌合されるようになっている。
【００８４】
　そして、突起６７を溝６６に嵌合することによって遮蔽部材４２を筐体４１に取付ける
と、ＬＥＤユニット４４と反射ミラー６０ａ～６０ｅ、結像レンズ６１およびＣＣＤ６３
との位置決めが行われる。
【００８５】
　すなわち、カラー複写機１では、ＬＥＤパッケージ４６から原稿Ｐの照射領域Ｗ１に照
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射される光の中にそれぞれ数十μｍ程度の幅のＲ、Ｇ、Ｂラインが含まれる。
【００８６】
　このため、原稿Ｐから反射される読取光軸Ｌがずれた状態で反射ミラー６０ａ～６０ｅ
および結像レンズ６１を通してＣＣＤ６３に入力されると、Ｒ、Ｇ、Ｂの光量バランスが
一定とならずに、鮮明な画像を読み取ることができないおそれがある。
【００８７】
　本実施の形態では、照射領域Ｗ１における原稿の副走査方向の照度分布を一定にして照
度分布のピーク光量位置とＣＣＤ６３の中心、すなわち、読取領域の中心とが一致するよ
うに、ＬＥＤユニット４４および反射部４７～４９と反射ミラー６０ａ～６０ｅ、結像レ
ンズ６１およびＣＣＤ６３とを位置決めするための突起６７を遮蔽部材４２の主走査方向
両端部に設け、この突起６７を筐体４１の溝６６に嵌合させるようにしているため、遮蔽
部材４２を筐体４１に取付けるだけで、照射領域Ｗ１における原稿の副走査方向の照度分
布を一定にして照度分布のピーク光量位置と読取領域の中心とを一致させることができる
。
【００８８】
　また、溝６６および突起６７は、遮蔽部材４２およびカバー部材４３に設けられたＬＥ
Ｄ基板４５の位置決め用の溝５０、５１の近傍に設けられており、ＬＥＤ基板４５の上下
端部を位置決め用の溝５０、５１に嵌合することでＬＥＤ基板４５を遮蔽部材４２および
カバー部材４３に取付けた後、突起６７を溝６６に嵌合することにより、遮蔽部材４２お
よびカバー部材４３を筐体４１に取付けたときに、ＬＥＤ基板４５を主走査方向と平行に
位置決めすることができる。
【００８９】
　すなわち、溝６６および突起６７をＬＥＤ基板４５の位置決め用の溝５０、５１の近傍
に設けることにより、ＬＥＤパッケージ４６からの出射光の中心光軸が略水平に向くよう
な方向にＬＥＤ基板４５を配置するための精度を高めることができる。
【００９０】
　また、図１１～図１３に示すように、筐体４１の主走査方向の一側面には溝部７０が形
成されており、この溝部７０の底面にはボルト挿通孔７０ａが開口している。
【００９１】
　また、図８に示すように、遮蔽部材４２の主走査方向一端部には内周面にネジ部が加工
されたボルト挿通部７２が形成されており、遮蔽部材４２を筐体４１に取付けたときに、
ボルト挿通孔７０ａとボルト挿通部７２が位置合わせされるようになっている。
【００９２】
　そして、ボルト挿通孔７０ａを介してボルト挿通部７２にボルト７１を螺合することに
より、遮蔽部材４２が筐体４１に固定されるようになっている。なお、溝部７０の深さは
、ボルト７１の頭部の高さと略同程度となっており、ボルト７１の頭部が筐体４１の側面
から突出しないようになっている。
【００９３】
　次に、作用を説明する。
　本実施の形態では、カバー部材４３の溝５０および遮蔽部材４２の溝５１にＬＥＤ基板
４５の上下端部を嵌合した後、遮蔽部材４２の突起５２ａ、５２ｂにカバー部材４３の穴
５３ａ、５３ｂを嵌合することにより、遮蔽部材４２とカバー部材４３の位置決め、すな
わち、反射部４７～４９の位置決めと反射部４７～４９に対するＬＥＤ基板４５の位置決
めを同時に行うことができる。
【００９４】
　すなわち、溝５０、５１にＬＥＤ基板４５を嵌合するだけで、遮蔽部材４２およびカバ
ー部材４３に対するＬＥＤパッケージ４６の位置を一義的に決定して、遮蔽部材４２およ
びカバー部材４３を一体化することができ、原稿照明部５６をユニット化することができ
る。
【００９５】
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　また、カバー部材４３に形成された穴５３ｂは、主走査方向に延在する長穴となってい
るため、ＬＥＤ基板４５が副走査方向に傾いてしまうのを防止することができる。
【００９６】
　したがって、ＬＥＤユニット４４は、遮蔽部材４２およびカバー部材４３の間で、ＬＥ
Ｄパッケージ４６からの出射光の中心光軸が略水平に向くような方向にＬＥＤ基板４５が
配置されることになる。
【００９７】
　次いで、遮蔽部材４２の主走査方向両端部に設けられた突起６７を筐体４１の溝６６に
嵌合させることにより、遮蔽部材４２を筐体４１に取付ける。このため、筐体４１が遮蔽
部材４２によって原稿照明部５６を有する第１の空間５７と画像読取部５４を有する第２
の空間５８とに隔離されるとともに、照射領域Ｗ１における原稿の副走査方向の照度分布
を一定にして照度分布のピーク光量位置とＣＣＤ６３の中心とが一致されるように、ＬＥ
Ｄユニット４４および反射部４７～４９と反射ミラー６０ａ～６０ｅ、結像レンズ６１お
よびＣＣＤ６３とが位置決めされる。
【００９８】
　次いで、ボルト挿通孔７０ａを介してボルト挿通部７２にボルト７１を螺合することに
より、遮蔽部材４２が筐体４１に固定する。
　このような組み付け手順によって一体型走査光学ユニット４０の組み付けが行われる。
【００９９】
　また、カラー複写機１によって原稿Ｐの画像を読み取る場合には、駆動手段によって一
体型走査光学ユニット４０を副走査方向に移動させながら、ＬＥＤユニット４４から原稿
Ｐの照射領域Ｗ１に照射を行う。
【０１００】
　ＬＥＤユニット４４のＬＥＤパッケージ４６が出射されると、この出射光の中心光軸が
水平方向に指向され、ある角度で広がりながら略水平方向に進行する。
【０１０１】
　遮蔽部材４２の反射部４８によって反射させられたＬＥＤパッケージ４６の照明光は、
原稿Ｐの照射領域Ｗ１に対して図３の左側から照射されるとともに、カバー部材４３の反
射部４７で反射させられた照明光は、遮蔽部材４２の反射部４９でさらに反射し、若しく
は、直接ＬＥＤパッケージ４６から反射部４９に到達して反射する光も照射領域Ｗ１に対
して図３の右側から照射される。
【０１０２】
　このため、照射領域Ｗ１において照度分布のピーク光量位置と読取領域の中心とが一致
され、原稿Ｐの照射領域Ｗ１が一定の照度分布で照射される。この原稿Ｐからの反射光は
、読取光軸となって反射ミラー６０ａ～６０ｅを介して結像レンズ６１に導かれ、結像レ
ンズ６１によってＣＣＤ６３の中心に結像される。
【０１０３】
　このとき、照度分布のピーク光量位置と読取領域の中心とが一致しているため、Ｒ、Ｇ
、Ｂの光量分布のばらつきが発生しないので、ＣＣＤ６３は、鮮明なカラー画像の読み取
りを行うことができる。
【０１０４】
　このように本実施の形態では、ＬＥＤユニット４４と、ＬＥＤユニット４４を挟持する
ように設けられた遮蔽部材４２およびカバー部材４３と、遮蔽部材４２の対向面４２ａお
よびカバー部材４３の対向面４３ｂに設けられ、ＬＥＤパッケージ４６からの光を原稿Ｐ
の照射領域Ｗ１に対して副走査方向の前後方向から照射する反射部４７～４９とを備えた
原稿照明部５６において、ＬＥＤユニット４４を遮蔽部材４２およびカバー部材４３に着
脱自在に設け、遮蔽部材４２の対向面４２ａおよびカバー部材４３の対向面４３ｂに、Ｌ
ＥＤユニット４４と反射部４７～４９との位置決めを行う溝５０、５１を設けたので、照
射領域Ｗ１における副走査方向の照度分布のばらつきを少なくして、常に安定した光量を
維持することができる。
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【０１０５】
　また、反射部４７～４９を有する遮蔽部材４２およびカバー部材４３に形成された溝５
０、５１にＬＥＤ基板４５を着脱自在にすることで、原稿照明部５６を分解および組み立
てることができるため、反射部４７～４９やＬＥＤユニット４４の清掃や交換等のメンテ
ナンス作業の作業性を向上させることができる。
【０１０６】
　これに加えて、原稿照明部５６を、それぞれ別体のＬＥＤユニット４４、遮蔽部材４２
およびカバー部材４３から構成し、ＬＥＤ基板４５を遮蔽部材４２およびカバー部材４３
の溝５０、５１に嵌合させて遮蔽部材４２およびカバー部材４３によってＬＥＤユニット
４４を挟持することにより、原稿照明部５６を組み立てることができるため、遮蔽部材４
２およびカバー部材４３の成形を容易に行うことができ、原稿照明部５６の生産性を向上
させることができる。
【０１０７】
　また、本実施の形態では、カバー部材４３を遮蔽部材４２に着脱自在に設けるとともに
、カバー部材４３が、遮蔽部材４２との間でＬＥＤユニット４４から原稿Ｐに照射を行う
ための開口４３ａを有するので、原稿照明部５６の構成を簡素化して、原稿照明部５６の
製造コストを低減することができるとともに、カバー部材４３を筐体４１から取り外して
ＬＥＤユニット４４や反射部４７～４９に簡単にアクセスして原稿照明部５６のメンテナ
ンス作業を容易に行うことができる。
【０１０８】
　また、本実施の形態では、ＬＥＤユニット４４が、主走査方向に略直線状に配列された
複数のＬＥＤパッケージ４６を有し、ＬＥＤパッケージ４６を反射部４７～４９に対して
主走査方向と平行になるように遮蔽部材４２およびカバー部材４３に位置決めすることが
できるため、ＬＥＤユニット４４および反射部４７～４９を照射領域Ｗ１に対して最適な
位置に設置することができ、照射領域Ｗ１における副走査方向の照度分布のばらつきを少
なくして、常に安定した光量を維持することができる。
【０１０９】
　また、本実施の形態では、溝５０、５１を原稿の主走査方向に沿って延在させたので、
ＬＥＤパッケージ４６を反射部４７～４９に対して主走査方向に略直線状に設置すること
ができるので、ＬＥＤユニット４４および反射部４７～４９を照射領域Ｗ１に対して最適
な位置に設置することができ、照射領域Ｗ１における副走査方向の照度分布のばらつきを
少なくして、常に安定した光量を維持することができる。
【０１１０】
　また、ＬＥＤ基板４５を溝５０、５１に嵌合して遮蔽部材４２およびカバー部材４３に
よってＬＥＤユニット４４を挟持することでＬＥＤユニット４４と反射部４７～４９とを
位置決めすることができるため、ＬＥＤユニット４４の位置決め作業の作業性を向上させ
ることができる。
【０１１１】
　また、本実施の形態では、筐体４１内に画像読取部５４が収納された第２の空間５８が
画成されるように原稿照明部５６と画像読取部５４とを隔離する遮蔽部材４２を設け、こ
の遮蔽部材４２の上面にＬＥＤユニット４４からの光を原稿Ｐの照射領域Ｗ１に照射する
ための反射部４８、４９を設けるとともに、原稿Ｐから反射された光を第１の空間５７か
ら第２の空間５８に導くように主走査方向に延在する長尺のスリット５９を設けたので、
原稿Ｐからの反射光を画像読取部５４に導く光路を確保して、原稿照明部５６と画像読取
部５４を光学的に遮断することができる。
【０１１２】
　このため、ＬＥＤユニット４４からの照射光が遮蔽部材４２によって反射ミラー６０ａ
～６０ｅ、結像レンズ６１およびＣＣＤ６３に入り込むのを防止することができ、原稿Ｐ
からの反射光以外の光（フレア光）が画像読取部５４に入り込むことを防止できる。
【０１１３】
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　特に、画像読取部５４が１つ以上の反射ミラー６０ａ～６０ｅを有する場合には、反射
ミラー６０ａ～６０ｅの配置によってフレア光の発生が起こり易い。また、結像レンズと
して、等倍センサに用いられるセルフォックレンズアレイ等の等倍結像系よりも縮小結像
系の鏡筒レンズを用いた場合には、フレア光がＣＣＤ６３に入射し易い。本実施の形態で
は、遮蔽部材４２を設けることによって結像光以外の照明光を遮断することができるので
、フレア光の防止に有効である。
【０１１４】
　また、本実施の形態では、反射部４８、４９を有する遮蔽部材４２の主走査方向両端部
に、筐体４１の溝６６に嵌合され、原稿照明部５６と画像読取部５４との位置決めを行う
突起６７を設けたので、遮蔽部材４２を筐体４１に取付けるだけの簡単な作業で照射領域
Ｗ１における副走査方向の照度分布を一定にして照度分布のピーク光量位置とＣＣＤ６３
の中心を一致させることができ、ＣＣＤ６３によって鮮明な画像を読み取ることができる
。
【０１１５】
　また、本実施の形態では、遮蔽部材４２を筐体４１に着脱自在にしたので、画像読取部
５４へのアクセスを容易にして、画像読取部５４のメンテナンスを容易に行うことができ
る。
【０１１６】
　また、本実施の形態では、遮蔽部材４２の対向面４２ａが原稿照明部５６の底面を構成
し、筐体４１の溝６６に嵌合する突起６７を遮蔽部材４２の主走査方向の両端部に設けた
ので、ＬＥＤユニット４４が副走査方向に傾くのを防止して、原稿照明部５６と画像読取
部５４との位置決めを行うことができ、簡単な作業で照度分布のピーク光量位置とＣＣＤ
６３の中心を一致させることができ、ＣＣＤ６３によって鮮明な画像を読み取ることがで
きる。
【０１１７】
　なお、本実施の形態では、遮蔽部材４２をボルト７１によって筐体４１に固定している
が、これに限らず、図１４、図１５に示すように、カバー部材４３の主走査方向両端部に
嵌合溝６８ａが形成された嵌合片６８を設けるとともに、遮蔽部材４２の主走査方向両端
部に突起６９を形成し、嵌合片６８の嵌合溝６８ａを突起６９に嵌合することにより、遮
蔽部材４２およびカバー部材４３を筐体４１に取付けるようにしてもよい。
【０１１８】
　このようにすれば、溝部７０やボルト挿通部７２は必ずしも必要ではなく、嵌合片６８
および突起６９によってカバー部材４３を筐体４１に固定するのを利用して、カバー部材
４３を介して遮蔽部材４２を筐体４１に固定するだけでもよい。
【０１１９】
　また、遮蔽部材４２およびカバー部材４３を筐体４１に取付ける手段としては、スナッ
プフィットによって遮蔽部材４２およびカバー部材４３を筐体４１に固定してもよい。ま
た、カバー部材４３を遮蔽部材４２に圧入した後、遮蔽部材４２を筐体４１に圧入するこ
とによって固定してもよい。さらに、カバー部材４３を遮蔽部材４２に取付けた後に、遮
蔽部材４２をピンによって筐体４１に固定したり、遮蔽部材４２を筐体４１に引っ掛ける
ようにして固定してもよい。
　また、本実施の形態では、遮蔽部材４２によって筐体４１内に第１の空間５７と第２の
空間５８とを画成しているが、これに限らず、遮蔽部材４２を筐体４１の上端開口部に設
けてもよい。すなわち、遮蔽部材４２を、筐体４１内に画像読取部５４を収納するための
空間を画成するための蓋として用いてもよい。
【０１２０】
（第２の実施の形態）
　図１６は、本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第２
の実施の形態を示す図であり、本実施の形態では、原稿照明装置を除いた画像読取装置の
構成が第１の実施の形態と異なるのみであり、第１の実施の形態と同一の構成には同一番
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号を付して説明を省略する。
【０１２１】
　図１６において、画像読取装置４は、筐体４ａ内に、走査光学ユニットを構成し、矢印
Ｂで示すように副走査方向に一定の速度で移動する第１の走行体８１と、矢印Ｂで示す副
走査方向に第１の走行体８１の半分の速度で走行する第２の走行体８６と、筐体４ａに固
定された結像レンズ８７と、筐体４ａに固定されたＣＣＤ８８とを備えている。
【０１２２】
　第１の走行体８１は、筐体８２に第１の実施の形態と同様の構成を有する原稿照明装置
としての原稿照明部５６が着脱自在に設けられており、遮蔽部材４２が、筐体８２内を、
ＬＥＤユニット４４が設けられた第１の空間と、第１の空間の下方に位置し、反射ミラー
８３が設けられた第２の空間とに隔離している。
　すなわち、遮蔽部材４２は、筐体８２内に反射ミラー８３が収納された空間としての第
２の空間が画成されるように原稿照明部５６と反射ミラー８３とを隔離している。
【０１２３】
　そして、原稿Ｐからの反射光がスリット５９を通して第１の空間から第２の空間に導か
れ、反射ミラー８３で結像光が反射されるようになっている。また、第２の走行体８６内
には、反射ミラー８４、８５が取付けられており、この反射ミラー８４、８５は、反射ミ
ラー８３から反射された光を結像レンズ８７に反射するようになっている。
【０１２４】
　結像レンズ８７は、反射ミラー８５から反射された光を撮像素子としてのＣＣＤ８８に
結像するようになっている。ＣＣＤ８８は、結像位置に設けられており、結像レンズ８７
によって結像された光を読み取るようになっている。本実施の形態では、反射ミラー８３
～８５、結像レンズ８７およびＣＣＤ８８が読取手段を構成している。
【０１２５】
　本実施の形態では、遮蔽部材４２によって筐体８２内を、ＬＥＤユニット４４が設けら
れた第１の空間と反射ミラー８３が設けられた第２の空間とに隔離し、原稿Ｐからの反射
光を第１の空間から遮蔽部材４２に設けられたスリット５９を通して第２の空間に導くよ
うにしたので、原稿Ｐからの反射光を反射ミラー８３に導く光路を確保して、原稿照明部
５６と反射ミラー８３を光学的に遮断することができる。
【０１２６】
　このため、ＬＥＤユニット４４からの照射光が遮蔽部材４２によって反射ミラー８３に
入り込むのを防止することができ、原稿Ｐからの反射光以外の光（フレア光）が反射ミラ
ー８３に入り込むことを防止できる。このため、ＣＣＤ８８によってより鮮明な画像を読
取ることができる。
　また、本実施の形態では、遮蔽部材４２によって筐体８２内に第１の空間と第２の空間
とを画成しているが、これに限らず、遮蔽部材４２を筐体８２の上端開口部に設けてもよ
い。すなわち、遮蔽部材４２を、筐体８２内に反射ミラー８３を収納するための空間を画
成するための蓋として用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　以上のように、本発明に係る原稿照明装置、画像読取装置および画像形成装置は、照射
領域における副走査方向の照度分布のばらつきを少なくして、常に安定した光量を維持す
ることができるとともに、メンテナンス作業の作業性を向上させることができるという効
果を有し、原稿に光を照射する原稿照明装置、この原稿照明装置を備えた複写機、ファク
シミリ装置、イメージスキャナ等に使用される画像読取装置およびこの画像読取装置を備
えた画像形成装置等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、カラー複写機の概略構成図である。
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【図２】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、画像読取装置の概略斜視図である。
【図３】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、一体型走査光学ユニットの断面図である。
【図４】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、ＬＥＤユニットの斜視図である。
【図５】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、カバー部材の断面図である。
【図６】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、カバー部材を下方から見たときの斜視図である。
【図７】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、遮蔽部材の断面図である。
【図８】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、遮蔽部材を上方から見たときの斜視図である。
【図９】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の実
施の形態を示す図であり、カバー部材を上方から見たときの斜視図である。
【図１０】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の
実施の形態を示す図であり、筐体を上方から見たときの斜視図である。
【図１１】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の
実施の形態を示す図であり、筐体、遮蔽部材およびカバー部材を分解したときの一体型走
査光学ユニットの要部斜視図である。
【図１２】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の
実施の形態を示す図であり、筐体および遮蔽部材とカバー部材とを分解したときの一体型
走査光学ユニットの要部斜視図である。
【図１３】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の
実施の形態を示す図であり、筐体、遮蔽部材およびカバー部材が組み付けられた状態を示
す一体型走査光学ユニットの要部斜視図である。
【図１４】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の
実施の形態を示す図であり、他の形状のカバー部材を上方から見たときのカバー部材の斜
視図である。
【図１５】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第１の
実施の形態を示す図であり、遮蔽部材と他の形状のカバー部材および筐体が組み付けられ
た状態を示す一体型走査光学ユニットの要部斜視図である。
【図１６】本発明に係る画像読取装置および画像読取装置を備えた画像形成装置の第２の
実施の形態を示す図であり、画像読取装置の概略斜視図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　カラー複写機（画像形成装置）
　４　画像読取装置
　５　画像形成部（画像形成手段）
　４０　一体型走査光学ユニット（走査光学ユニット）
　４１、８２　筐体
　４２　遮蔽部材（第２の挟持部材）
　４２ａ　対向面（第２の対向面）
　４３　カバー部材（第１の挟持部材）
　４３ａ　開口
　４３ｂ　対向面（第１の対向面）
　４４　ＬＥＤユニット（光源）
　４６　ＬＥＤパッケージ（発光素子）
　４７、４８、４９　反射部
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　５０　溝（位置決め手段）
　５１　溝（位置決め手段）
　５４　画像読取部（読取手段）
　５６　原稿照明部（原稿照明装置）
　５８　第２の空間（空間）
　５９　スリット
　６０ａ～６０ｅ、８３～８５　反射ミラー
　６１、８７　結像レンズ
　６３、８８　ＣＣＤ（撮像素子）
　８１　第１の走行体（走査光学ユニット）
　Ｐ　原稿
　Ｗ１　読取領域

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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